
J Brother’sのワンログハウス利用規約 

 

第１条（本約款の適用） 

当館の締結する宿泊約款及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款

に定められていない事項については、法令または一般に確立された慣習によるものとします。 

当館は前項の規定に関わらず、この約款の趣旨、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応ずることができ

ます。 

 

第２条（宿泊契約の申し込み） 

当館に宿泊申し込みをしようとする方は、次の事項を当館へ申し出ていただきます。  

(1) 氏名、住所、年令、電話番号、性別、宿泊日、宿泊日数 

(2) 外国人にあっては、旅券番号 

(3) その他、当館が必要と認めた事項 

宿泊者が、宿泊中に前項第１号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館はその申し出がなさ

れた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。 

18 歳未満（高校生を含む）のみのご宿泊は、保護者の許可が無い限りお断りいたします。宿泊には保護

者の同意書がご宿泊者全員分、必要となります。 

 

第３条（宿泊契約の成立等） 

宿泊契約は、当館が前条の申し込みを承諾した時に成立するものとします。但し、当館が承諾しなかった

場合はこの限りではありません。 

前項の規定により宿泊契約が成立した時は、宿泊期間の宿泊料金を予約金として頂戴いたします。 

前項の予約金は、第４条に定める場合には同条の違約金に充当し、残額があれば返還します。 

 

第４条（宿泊の拒絶および解除） 

当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約に応じないことや、宿泊中であっても宿泊を解除することが

あります。 

満室により客室の余裕がないとき。 

宿泊の申し込みがこの約款によらないものであるとき。 

天災・施設の故障、その他やむを得ない理由により宿泊させることができないとき。 

他のお客様の迷惑となる行為と判断した場合。 

宿泊者または宿泊しようとする者が、次に掲げる場合に該当すると認められるとき。  

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する

暴力団（以下「暴力団」という。）、同条第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）、

暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会勢力。 

(2) 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体。 

(3) 法人でその役員のうちに暴力団員に該当するものがあるもの。 

(4) 伝染病であると明らかに認められるとき。 

(5) 利用施設もしくは利用施設職員に対し暴力的要求行為、あるいは合理的範囲を超える負担を要求し

たとき。 



(6) 宿泊に関し、法令の規定または公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあるとき。 

(7) 第３条第２項の予約金の支払いを請求した場合において期限までにその支払がないとき。 

(8) 当館が定める利用規約の禁止事項に従わないとき。 

 

当館は、前項の規定に基づいて宿泊予約を解除したときは、宿泊者がいまだ提供を受けていない宿泊サー

ビス等の料金はいただきません。ただし、宿泊者の行為により当館に損害等が生じた場合は別途損害賠償

が請求される場合があります。 

 

第５条（客室の利用時間） 

宿泊者が当館の客室を使用できる時間はチェックイン日の 15:00 からチェックアウト日の 11:00 までと

します。 

 

第６条（当館の責任） 

当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊者に損害を与

えたときは、その損害を賠償します。 

ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。 

宿泊者が当館の利用規則に従わないために発生した事故に関して、その責任を負いません。 

当館は、宿泊者に契約した客室を提供できないときは、宿泊者の了解を得て、できる限り同一の条件によ

る他の宿泊施設をあっ旋するものとします。 

当館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊

者に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当館の

責めに帰すべき事由がないときは補償料を支払いません。 

 

第７条（宿泊者の責任） 

宿泊者の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊者は当館に対しその損害を賠償して

いただきます。 

 

第８条（貴重品及び手荷物等の保管） 

当館は、フロントで貴重品及び手荷物等をお預かりいたしません。また、滅失又は毀損等の損害について

一切責任を負いません。 

宿泊者がチェックアウトしたのち、宿泊者の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れられていた場合におい

て、その所有者が判明したときは、当館は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとし

ます。 

ただし、所有者の指示がない揚合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め 7 日間保管し、その後

法令に基づき処理するものとします。 

 

第９条（本約款の変更） 

この約款に定めのない事項及び営業を行う上で必要であると判断した場合には、事前に予告なく内容を

変更することがあります。 

 

第１0 条（駐車の責任） 

宿泊客が当貸別荘の駐車場をご利用になる場合、当貸別荘は場所をお貸しするものであって、車両の管理



責任まで負うものではありません。 

 

第１１条（同伴ペット） 

ペットは、法令に基づく予防注射を受けていること、及び感染病にかかっていないことを同伴条件としま

す。 

当貸別荘利用時のペットの事故、病気、迷子等の責任、及びその他ペットの管理責任はすべて宿泊客が負

うこととします。 

ペットのみを宿においての外出は禁止致します。 

お風呂でペットのシャンプーは禁止致します。 

室内で粗相をしない、家具等を破壊しないワンちゃんの宿泊に限ります。 

マーキング癖のあるワンちゃんや粗相が心配なワンちゃんはマナーベルトやおむつの着用を義務と致し

ます。 

万が一室内で粗相をした場合は、直ちに拭き取り掃除をし、あとで必ず粗相の場所をスタッフにご連絡く

ださい！！ 

足拭きタオルやカーペットなどに粗相した場合は直ちにお風呂場で手洗いをして下さい。 

洗濯機は人間用なので、犬の物を洗ってはいけません。粗相したタオルなどを手洗いした後でも洗濯機で

洗わないでください。 

 

 

キャンセルに関して： 

宿泊者は、当館に申し出があれば宿泊契約を解除することができます。 

 

当館は、宿泊者がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部または一部を解除したときは、次の項目

に掲げるところによる違約金（キャンセル料）を申し受けます。 

 

キャンセルポリシー： 

宿泊日の 3０日前から 2３日前に解除した場合、宿泊料金の 30％ 

宿泊日の 22 日前から９日前に解除した場合、宿泊料金の 50％ 

宿泊日の 8 日前から 2 日前に解除した場合、宿泊料金の 75％ 

宿泊日の前日に解除した場合、宿泊料金の 100％ 

宿泊日当日に解除した場合及び連絡なく不着になった場合、宿泊料金の 100％ 

  

当館は、宿泊者が宿泊日当日の 18:00（あらかじめ到着時刻が明示されている場合は、その時刻を 2 時間

経過時刻）になっても到着しないとき、その宿泊予約は取り消しされたものとみなして処理することがあ

ります。 

 

前項の規定により取り消しされたものとみなした場合において、宿泊者がその連絡をしないで到着しな

かったことが列車、航空機等の公共の運輸機関の不着または遅延その他により宿泊者の責に帰さない理

由によるものであることを証明したときは、第 2 項の違約金はいただきません。 


